
 

 

 

 

 

 

千 葉 市 国民 健 康 保 険 

特定健康診査等実施計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度～平成 29 年度 

千 葉 市 
 



 

目    次 

 

序章 計画策定にあたって 

1 背景及び趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

2 メタボリックシンドロームへの着目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

3 特定健康診査・特定保健指導の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

4 特定健康診査等の効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

5 計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

6 計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

7 特定健康診査・特定保健指導の実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

 

第 1章 目標値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

  

第 2章 特定健康診査・特定保健指導の対象者数推計 

1 国民健康保険被保険者の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

2 対象者数等の推計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

 

第 3章 実施方法  

1 実施場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

2 対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

3 実施項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

4 実施期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

5 外部委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

6 周知や案内の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

7 事業主健診等の健診受診者の記録収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

8 特定保健指導対象者の重点化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

9 年間スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

10 目標達成に向けた推進方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

 

第 4章 個人情報の保護   

1 記録の保存方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9 

2 管理ルールの制定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9 

   

第 5章 実施計画の公表・周知 

1 実施計画の公表方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9 

2 普及啓発の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9 

 

 

第 6章 実施計画の評価・見直し   

1 実施計画の評価方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

2 実施計画の見直しに関する考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

   



 

第 7章 その他   

1 国民健康保険加入者のニーズの把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

2 がん検診等との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

3 ７５歳以上の後期高齢者への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

 

資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

序章 計画策定にあたって 

 

１ 背景及び趣旨 

特定健康診査及び特定保健指導は、平成２０年４月に施行された「高齢者の医療の確保に関する

法律」（以下「法」という。）において、各医療保険者が被保険者に対して実施するよう義務づけら

れました。 

特定健康診査等の目的は、①現在の健康状態をチェックし、生活習慣病などの病気を早期発見・ 

早期治療すること、②特定健康診査の結果を参考に生活習慣を改善することです。 

また、国民健康保険事業においても主な歳出である保険給付費は、被保険者の高齢化や医療技術

の高度化などに伴い、これまで以上に増加していくことが見込まれます。こうしたことから、特定

健康診査等を実施することにより、疾病の早期発見・早期治療に努め、中長期的な観点から医療費

の抑制を図ります。 

 

２ メタボリックシンドロームへの着目 

メタボリックシンドロームという概念は、「高血糖、高血圧、脂質異常などは、別々に進行

するのではなく、内臓肥満による代謝機能の不調が、その共通の原因である。」という考え方

です。すなわち、この内臓肥満を解消することにより、高血糖、高血圧、脂質異常も改善され

ることになり、それらの進行を阻止し、重症化や合併症の発症を抑えることが可能になるとい

うものです。 

このメタボリックシンドローム対策が必要であると考えられる理由として、①肥満者の多く

が糖尿病、高血圧症、脂質異常症の危険因子を併せ持っていること、②この危険因子が重なる

ほど脳卒中・心疾患などの合併症を発症する危険が増大すること、③内臓肥満の解消により生

活習慣病のリスクを減らすことができることがあげられています。 

メタボリックシンドロームという概念は、内臓肥満の改善で生活習慣病を予防できる対象者

を絞り込むことが可能であり、リスクの数に応じて特定保健指導に優先順位をつけることがで

き、腹囲という解りやすい基準により生活習慣の改善による効果を自分で確認することが容易

であることなどから、特定健康診査等にその概念が導入されることとなりました。 

しかしながら、腹囲がメタボリックシンドロームの基準以下であっても高血糖、高血圧、脂

質異常となる場合もあるので、メタボリックシンドロームという概念だけに捉われずに特定健

康診査等を受けることも重要なことです。 

 

３ 特定健康診査・特定保健指導の考え方 

特定健康診査は、メタボリックシンドロームに着目した健康診査です。内蔵脂肪の蓄積を把

握し、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の予防を図ることを目的としています。 

特定保健指導は、特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改

善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる者に対して、生活習慣を見直すサポートを行

うものです。特定保健指導は、リスクの程度に応じて、「動機付け支援」と「積極的支援」に

分類されます。いずれの場合も、概ね半年後に、目標が達成できたか否かの評価を行う必要が

あります。 

各医療保険者は毎年度、計画的に特定健康診査等を実施することとしています。 

 

 

１ 



 

（１）従来の健診との違い 

名称
基本健診
(平成２０年３月まで）

特定健康診査・特定保健指導
（平成２０年４月から）

目的
個別の病気に対する早期発
見・早期治療を行う

メタボリックシンドロームに着目
し、早期介入・行動変容を図る

内容
対象者へ健診結果を伝え、理
想的な生活習慣のための一般
的な情報提供を行う

対象者が自分の健康状態を理解
し、生活習慣の改善を自ら選択
し、行動を変える

対象年齢 ４０歳以上
４０歳以上。ただし、後期高齢者
医療制度の被保険者の方は、健康
診査を実施します。

保健指導
の対象者

健診結果で「要指導」とさ
れ、健康相談などの事業に自
ら参加した人が対象となる

それぞれの必要性に応じた情報提
供や保健指導を健診受診者全員に
対して提供する  

 

（２）特定健康診査から特定保健指導の流れ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 歳以上 74 歳以下の国保加入者 

医療機関を予約 

特定健康診査受診 

（メタボリックシンドロームに着目した健診） 

特定健康診査結果説明 

情報提供 

特定健康診査の受診者全員に対しメタボリックシンドロームや生活習慣の改善についての情報提供をします。 

特定保健指導 

特定健康診査の結果などからリスクに応じて保健指導対象者の階層化を行います。 

動機付け支援 

原則として 1 回の保健指導により、

行動目標を立て、日常生活習慣の改

善計画を立てます。 

積極的支援 

1 回目の保健指導で、行動目標を立

て、日常生活習慣の改善計画を立て

ます。その後、複数回の生活習慣改

善のための指導を行います。 

健康の維持・増進 

6 か月後に評価を行います。 

２ ２ 



 

４ 特定健康診査等の効果 

メタボリックシンドロームに着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための特定

保健指導を行うことで、糖尿病等の有病者・予備群を減少させることが可能となります。 

このようなことは、市民自ら健康づくりを推進するとともに、中長期的な観点から医療費の 

抑制にもつながります。 

 

５ 計画の位置づけ 

本計画は、法第１８条に基づいて厚生労働大臣が定めた「特定健康診査等基本指針」に即し

て、同法第１９条に基づき策定するものです。 

   また、本計画は健康増進法第８条に規定する市町村健康増進計画と十分な整合性を図ります。 

 

６ 計画の期間 

本計画は、法第１９条第１項に基づき、５年を１期として定めています。期間は平成２５年

度から平成２９年度までとします。 

   

  ７ 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 

（１）これまでの状況 

平成２０年度から平成２４年度までの特定健康診査・特定保健指導の実施状況は下表のとお 

りとなっています。 

第１期計画終了年度の平成２４年度の目標実施率は、特定健康診査等基本指針により定めら

れており、特定健康診査の目標実施率は６５％以上、特定保健指導の目標実施率は４５％以上

となっています。 

  【千葉市】 

特定健康診査 特定保健指導 特定健康診査 特定保健指導 特定健康診査 特定保健指導 特定健康診査 特定保健指導 特定健康診査 特定保健指導

500円 無料 500円 無料 500円 無料 500円 無料 500円 無料

対象者数 162,849人 8,506人 165,090人 6,737人 166,494人 6,466人 168,308人 6,387人 171,055人 6,479人

受診者数 61,060人 975人 54,170人 1,194人 54,815人 1,220人 54,712人 922人 56,146人 -

実施率 37.5% 11.5% 32.8% 17.7% 32.9% 18.9% 32.5% 14.4% 32.8% -

平成24年度(見込み）

296機関実施医療機関数

自己負担額

法
定

報
告

該

当
者

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

306機関 292機関 294機関 295機関

※平成２４年度の特定健康診査の対象者数、受診者数、実施率は見込み。特定保健指導は健診終了後から６か間

実施するため、「－」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 



 

（２）平成２３年度年齢別実施率           

   

 

第 1章 目標値 

  

国の指針では、市町村国保は特定健康診査実施率 60%、特定保健指導実施率 60%を目標とし

ていますが、各保険者が実情を踏まえて設定することも可能とされています。そのため、第 1

期の実績を踏まえ、平成 29 年度目標実施率を平成 23 年度の政令市トップ水準を目指すことと

し、特定健康診査実施率 45%、特定保健指導実施率 35%とします。 

 

計画期間中の各年度の目標値は、次のとおりです。 

区分 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

特定健康診査の実施率 ３７% ３９% ４１% ４３% ４５% 

特定保健指導の実施率 １８% ２０% ２５% ３０% ３５% 

 

第２章 特定健康診査・特定保健指導の対象者数推計 

 

１ 国民健康保険被保険者の状況 

千葉市の人口は、平成２４年３月３１日現在で９５８，５１８人、このうち、国民健康保険

の被保険者は、２６２，７６０人（０歳～３９歳が８０，７６３人、４０歳～６４歳が９１，

４４１人、６５歳～７４歳が９０，５５６人）で加入率は２７．４％となっています。なお、

平成２５年度から平成２９年度までの国民健康保険加入者数（０歳～７４歳まで）の推計は次

のとおりとなっています。   

 

 

 

 

 

４ 



 

（単位：人） 

  25年度 26年度 27 年度 28 年度 29年度 

0歳～39歳 76,457 74,848 73,336 72,075 70,758 

40 歳～64歳 93,299 91,764 90,472 89,856 89,199 

65 歳～74歳 103,987 108,042 110,282 108,174 107,448 

合 計 273,743 274,654 274,090 270,105 267,405 

40 歳～74歳 
（特定健康診査対象者） 

197,286 199,806 200,754 198,030 196,647 

 

  ２ 対象者数等の推計 

平成 25 年度から平成 29 年度までの特定健康診査・特定保健指導の対象者数等については、

次の方法により推計します。 

［推計方法］ 

    （１）特定健康診査対象者   国民健康保険の被保険者で４０～７４歳 

    （２）特定健康診査受診者   特定健康診査対象者 ×各年度の目標実施率 

    （３）特定保健指導対象者 

     ア 動機付け支援  特定健康診査受診者数×市の H２３出現率（９．０％） 

     イ 積極的支援   特定健康診査受診者数×市の H２３出現率（２．７％） 

    （４）特定保健指導受診者 

     ア 動機付け支援  特定保健指導対象者×各年度の目標実施率 

     イ 積極的支援   特定保健指導対象者×各年度の目標実施率              

（単位：人） 

区   分 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

特定健康診査対象者 197,286 199,806 200,754 198,030 196,647 

特定健康診査実施率 37％ 39％ 41％ 43％ 45％ 

特定健康診査受診者 72,996 77,925 82,310 85,153 88,492 

特定保健指

導対象者 

動機付け支援 6,570 7,014 7,408 7,664 7,965 

積 極 的 支 援 1,971 2,104 2,223 2,300 2,390 

特 定 保 健 指 導 実 施 率 18％ 20％ 25％ 30％ 35％ 

特定保健指

導受診者 

動機付け支援 1,183 1,403 1,852 2,300 2,788 

積 極 的 支 援 355 421 556 690 837 

 

第３章 実施方法 

 

１ 実施場所 

（１）特定健康診査 

特定健康診査は、市内医療機関で実施します。 

（２） 特定保健指導  

特定保健指導は、特定健康診査を受けた市内医療機関で実施します。 

    

   

 

５ 



 

   ２ 対象者 

４０歳～７４歳までの国民健康保険の被保険者とします。 

 

３ 実施項目 

（１）特定健康診査 

   ア 必須項目 

（ア）質問票（服薬歴、喫煙歴等） 

（イ）身体計測（身長、体重、腹囲、BMI） 

（ウ）理学的検査（診察） 

（エ）血圧測定 

（オ）脂質検査（中性脂肪、HDL－コレステロール、LDL－コレステロール） 

（カ）肝機能検査（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ－GT（γ－GTP）） 

（キ）血糖検査（空腹時血糖、※ヘモグロビン A1c 全員実施） 

（ク）※腎機能検査（血清クレアチニン） 

（ケ）※血清尿酸 

（コ）尿検査（尿糖、尿蛋白） 

※千葉市独自項目 

イ 選択項目 

一定の基準に基づき、医師が必要と判断したものを実施します。 

（ア）心電図検査 

（イ）眼底検査 

（ウ）貧血検査（ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数） 

 

（２）特定保健指導 

特定健康診査の結果から、生活習慣病のリスクに応じて、「情報提供」、「動機付け支援」、「積

極的支援」に階層化します。その際、指導する運動強度の判定に必要な不整脈などの心臓疾患

を把握するために、必要に応じて心電図検査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 



 

階層化した対象者とその内容は次のとおりです。 

    

４ 実施期間 

特定健康診査は、原則として受診券を受け取ってから当該年度の２月末まで実施します。   

        

５ 外部委託 

（１）委託の有無 

特定健康診査及び特定保健指導は市民の利便性に配慮し、身近な市内医療機関での受診が可

能となるように、市内医療機関に委託します。 

特定健康診査の費用決済、データ管理等については、代行機関である千葉県国民健康保険団

体連合会に委託します。 

 

区  分 対 象 者 内  容 

情 報 提 供 特定健康診査の受診者全員 

特定健康診査の結果を医師からの説明

時に、個人の生活習慣やその改善に関す

る基本的な情報を提供します。 

動機付け支援 

①腹囲が男性 85cm 以上、女性 90cm 以

上で、血糖、脂質、血圧のうち１つが

基準値を超え、喫煙歴なしの者 

②腹囲が基準値に満たない場合でも肥

満度（ＢＭＩ）が 25以上で、血糖、脂

質、血圧のうち１つが基準値を超えて

いる者又は２つが基準値を超え、喫煙

歴なしの者 

医師等の指導者により、原則として、1

回の保健指導を行い、生活習慣の改善の

ための行動目標を立て、対象者自らが生

活習慣改善のための行動計画を設定し、

６か月経過後に実績の評価を行います。 

 

積 極 的 支 援 

①腹囲が男性 85cm 以上、女性 90cm 以

上で、血糖、脂質、血圧のうち２つ以

上が基準値を超える者 

②腹囲が男性 85cm 以上、女性 90cm 以

上で、血糖、脂質、血圧のうち１つが

基準値を超え、喫煙歴ありの者 

③腹囲が基準値に満たない場合でも肥

満度（ＢＭＩ）が 25以上で、血糖、脂

質、血圧の３つ全てが基準値を超える

者 

④腹囲が基準値に満たない場合でも肥

満度（ＢＭＩ）が 25以上で、血糖、脂

質、血圧のうち２つが基準値を超え、

喫煙歴ありの者 

※積極的支援の対象者となっても、65

歳以上 74歳以下の者は、動機付け支援

を行う。 

医師等の指導者により、1 回目の保健

指導で生活習慣の改善のための行動目標

を立て、対象者自らが生活習慣改善のた

めの行動計画を設定します。その後、策

定した行動計画を対象者が自主的かつ継

続的に行えるよう、指導者が複数回の面

談を行って支援し、６か月経過後に実績

の評価を行います。 
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（２）委託先の選定にあたっての考え方 

厚生労働省告示第１１号（平成２０年１月１７日）「特定健康診査及び特定保健指導の実施

に関する基準第１６条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」において定められてい

る「特定健康診査の外部委託に関する基準」を満たしている市内医療機関を選定します。 

  

６ 周知や案内の方法 

（１）周知の方法    

市の広報紙への掲載や千葉市ホームページ等への掲載により周知します。 

（２）案内の方法 

対象者全員に特定健康診査の受診券を５月に一斉送付します。また、新規国保加入者に対し

ては、本人からの申し出により、随時受付を行います。 

（３）受診券の様式 

   受診券には氏名、生年月日、受診券整理番号を記載します。見本については資料参照。 

 

７ 事業主健診等の健診受診者の記録収集 

（１）事業主健診等の受診者の記録については、関係機関と連携して収集に努めます。 

（２）事業主健診等の記録を求める場合は、電子的記録により収集します。 

 

８ 特定保健指導対象者の重点化 

内臓脂肪症候群の該当者や予備群を減少させるためには、効果的・効率的な特定保健指導の

実施が必要です。そのため、最も必要で効果の上がる対象者を選定して指導を行うことについ

ては、今後の動向を踏まえながら特定保健指導の対象者について、次の基準により優先順位を

つけるか否かを検討します。 

  （１）年齢が若い対象者  

（２）特定健康診査の結果が前年度と比較して悪化し、特定保健指導レベルが前年度より高く 

なり、より緻密な特定保健指導を必要とする者 

  （３）質問票の回答により、生活習慣改善の必要性が高いと認められた者 

  （４）前年度、積極的支援または動機付け支援の対象者でありながら、特定保健指導を受けな 

かった者 

９ 年間スケジュール 

年間スケジュール

月 特定健康診査 特定保健指導

4月 ・医療機関との契約締結          前年度からの保健指導対象者

・3/31までの国保加入者に対し、特定健康診査受診券

の一斉発送

・市政だよりに健診の案内を掲載 　　　　　　　当該年度の保健指導対象者

6月 ・4/1国保加入者に対し特定健康診査受診券発送                （保健指導は年度をまたいでも

・市政だよりに健診の案内を掲載 　　　　　　　引き続き実施します。）

・未受診者勧奨発送

1月 ・市政だよりに健診の案内を掲載

2月 ・特定健康診査終了

3月

5月

10月
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１０ 目標達成に向けた推進方策 

（１）特定健康診査実施率の向上方策 

ア 特定健康診査を受けやすくするため、近くの医療機関で健診できるようにします。 

イ 特定健康診査の対象者に、わかりやすい資料等を用いて、その啓発や情報提供に努めま 

す。 

ウ 若い世代の実施率が低いことから、実施率の低い世代を中心に特定健康診査の未受診者 

に対し、電話やはがき等により受診の勧奨を行います。 

エ 特定健康診査受診券を発送する際、がん検診等受診券送付対象の方には、がん検診等の 

受診券も同封することで、同時受診を促し、実施率向上に努めます。 

オ 市政だより、千葉市ホームページに特定健康診査の情報を掲載します。 

カ 医療機関、公共機関等にポスターを掲示します。 

キ 年度途中に国民健康保険の資格を取得した方へ、ＰＲリーフレットを配付します。 

 

（２）特定保健指導実施率の向上方策 

ア 特定保健指導は、医師からの特定健康診査結果の説明時に開始します。 

イ 個々の対象者の特徴に合わせた特定保健指導を実施することで糖尿病等の生活習慣病 

を予防し、医療費適正化を図ります。 

 

第４章 個人情報の保護 

１ 記録の保存方法 

特定健康診査等の記録は、電子的標準形式によりデータベースの形で保存します。また、 

特定健康診査等に関する記録は、原則として５年間保存します。 

 

２ 管理ルールの制定 

個人情報保護対策としては、「千葉市個人情報保護条例」の規定により、情報の厳重な管理 

や目的外使用の禁止等を契約書に定めるとともに、契約遵守状況について厳格に管理します。

また、千葉県国民健康保険団体連合会、市内医療機関、特定健康診査受診券作成委託等を 

受託した事業者についても同様の取扱いをするとともに、業務によって知り得た情報について 

は、守秘義務を徹底し、業務終了後も同様とします。 

    

（関係する法令等） 

・医療・介護関係事業者における個人情報取扱いのためのガイドライン 

・千葉市個人情報保護条例 

・個人情報取扱特記事項 

 

第５章 実施計画の公表・周知 

 

１ 実施計画の公表方法 

   千葉市特定健康診査等実施計画は、千葉市ホームページで公表します。 

    

２ 普及啓発の方法 

特定健康診査等を実施する趣旨を周知するため、関係機関に啓発用ポスターを掲示するほか、
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市の広報紙に掲載し普及啓発に努めます。また、普及啓発用のちらしを作成し、関係機関等の

協力を得て配布します。 

 

第６章 実施計画の評価・見直し 

 

   １ 実施計画の評価方法 

（１）実施及び成果に係る目標の達成状況 

実施計画における目標値の達成状況を把握します。前年度の特定健康診査・特定保健指導の 

結果データを集計し、評価に活用します。 

（２）その他の評価対象 

目標値の達成のために実施計画で定めた実施方法・内容・スケジュール等について、実施後

の評価を行います。 

（３）評価方法 

 特定健康診査の受診者のうち糖尿病等の有病者の減少状況等、また、医療費の状況などから 

評価を行います。 

 

２ 実施計画の見直しに関する考え方 

特定健康診査等実施計画をより実効性の高いものとするためには、達成状況の点検・評価だ

けで終わるのではなく、その結果を活用し、必要に応じて見直しを行います。 

 

第７章 その他 

 

１ 国民健康保険加入者のニーズの把握 

特定健康診査等が効果的に実施されるようニーズの把握に努めます。 

    

２ がん検診等との連携 

千葉市が実施する各種がん検診等についても、関係各課と連携を図りながら、千葉市国民 

健康保険の被保険者が利用しやすいようにします。 

  

３ ７５歳以上の後期高齢者への対応 

    ７５歳以上の後期高齢者は、医療保険者である千葉県後期高齢者医療広域連合からの委託

により、千葉市国民健康保険が実施する特定健康診査等の体制を利用して、健康診査を実施

します。 
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資料 

 受診券見本（記載内容は年度によって変わります。） 

【表】 

 

【裏】 
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